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し
、
嘗
該
農
村
に
お
け
る
辛
亥
革
命
の
一
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る。
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
清
末
の
「
苛
揖
雑
税
」
、
商
品
生
産
の
進
展
等

に
よ
る
農
村
の
動
揺
は
、
簿
加
上
で
も
折
債
の
騰
貴
、
歓
租
の
増
大
と
し
て
現

れ
て
い
る
。
加
え
て
一
九
一
一
年
夏
の
大
水
害
は
槍
米
・
抗
租
等
の
民
衆
暴
動

を
激
設
さ
せ
、
辛
亥
革
命
の
「
革
命
情
勢
」
を
造
り
上
げ
た
。
佃
戸
が
納
租
を

担
否
す
る
現
象
も
現
れ
た
。
こ
う
し
た
農
村
の
危
機
が
、
蘇
州
の
士
紳
を
し
て

い
ち
早
く
「
和
卒
光
複
」
に
踏
切
ら
せ
た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
地
方
政
府
を

遁
じ
て
、
租
線
併
徴
、
田
業
舎
の
結
成
、
迫
租
の
強
化
等
の
一
連
の
封
佃
戸
措

置
を
取
る
。
革
命
後
大
き
な
混
飢
が
な
か
っ
た
蘇
州
で
は
、
「
高
民
」
の
皇
帝

と
し
て
君
臨
し
、
か
つ
江
南
を
最
大
の
税
牧
奪
地
と
す
る
清
朝
時
代
よ
り
、
民

園
期
に
入
っ
た
ほ
う
が
地
方
政
府
と
土
紳
と
の
関
係
が
良
好
で
あ
り
、
租
桟
の

枚
支
内
容
を
見
て
も
、
清
末
に
比
べ
て
頼
者
に
改
善
さ
れ
る
。
飲
租
の
低
下
、

漕
糧
の
減
克
、
漕
糧
折
債
の
相
封
的
低
下
等
に
よ
る
が
、
そ
こ
に
地
主
の
一
意
向

が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

軽

生

固

頼

考

木

聴

579 

今
軽
生
園
頼
々

今
架
命
闘
頼
。
或
い
は
翠
に
φ

闘
頼
。
と
い
わ
れ
る
行
筋

は
、
人
聞
の
死
ま
た
は
死
骸
を
使
っ
て
相
手
を
恐
喝
し
た
り
、
謹
告
し
た
り
す

る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
老
人
・
病
人
を
中
心
と
し
た
家
族
内
弱
者
の

死
(
自
殺

・
他
殺
を
問
わ
な
い
)
を
利
用
し
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
凄
惨
な
行

震
で
あ
っ
た
。

二
ハ
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
時
期
、
山
東
・
河
南
・
江
蘇
・
安
徽
・
新

江
・
湖
北
・
湖
南
・
江
西

・
一一随
建

・
庚
東
等
の
諸
地
域
に
波
遣
さ
れ
た
総
督

・

巡
撫
か
ら
知
府
・
知
燃
に
至
る
地
方
諸
官
は
、
各
々
の
地
域
で
、
園
頼
が
今
習

俗
タ
と
化
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
枚
翠
に
遣
も
な
い
ほ
ど
の
指
摘
を
行
っ
て

お
り
、
か
つ
数
多
く
の
禁
令
を
布
告
し
て
い
る
。

本
報
告
で
は
、
特
に
、

園
頼
と
い
う
行
震
が
停
統
中
園
祉
舎
に
お
け
る
法
文

化
的
状
況
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
黙
を
中
心
と
し
て
私

見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
園
頼
は
、
明
清
律
、
刑
律
、
人
命
、
に
「
殺
子

孫
及
奴
稗
園
頼
人
」
僚
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
じ
く
刑
律
、
人
命
、

に
規
定
さ
れ
た
よ
墜
遇
。
ハ
自
殺
の
誘
起
〉
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
園
頼
と
威
逼
と
は
い
わ
ば
一
つ
の
コ
イ
ン
の
表
裏
の
関
係
に
あ
っ

た
。
雨
者
の
領
域
の
暖
昧
性
は
、
事
賃
上
、
園
頼
を
巌
密
に
庭
罰
し
得
ず
、
半

ば
容
認
す
る
と
い
う
法
的
紋
況
を
現
出
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
園
頼
を
安

易
に
選
揮
す
る
と
い
う
枇
禽
的
風
潮
は
、
こ
う
し
た
朕
況
と
も
関
連
し
て
い
た

と
い
え
よ
う
。

-203ー

明
末
北
港
防
衛
に
お
け
る
「
債
帥
」
に
つ
い
て

谷

口

規

矩

雄

こ
こ
に
い
う
「
債
帥
」
と
い
う
語
は
既
に
唐
末
期
に
現
れ
る
よ
う
で
『
漢
語

大
詞
典
』
で
は
『
奮
唐
書
』
高
属
俸
を
引
き
、
重
賄
を
借
行
し
て
、
時
間
帥
の
高

位
を
と
ら
ん
と
す
る
者
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本
日
、
私
が
報
告
し
よ
う
と
思


